
 

３．市町の初任給決定状況（一般行政職） 

   R7.4.1現在 

市町名 

初任給決定状況 

大学卒（試験） 高校卒（試験） 

初任給基準額(円) 号給 初任給基準額(円) 号給 

国 220,000 1-25 188,000 1-5 

呉   市 220,000 1-25 188,000 1-5 

竹  原  市 225,600 1-29 201,000 1-13 

三  原  市 225,600 1-29 194,500 1-9 

尾  道  市 220,000 1-25 188,000 1-5 

福  山  市 225,600 1-29 194,500 1-9 

府  中  市 220,000 1-25 194,500 1-9 

三  次  市 220,000 1-25 194,500 1-9 

庄  原  市 220,000 1-25 194,500 1-9 

大  竹  市 225,600 1-29 194,500 1-9 

東 広 島 市 225,600 1-29 201,000 1-13 

廿 日 市 市 225,600 1-29 201,000 1-13 

安芸高田市 220,000 1-25 188,000 1-5 

江 田 島 市 220,000 1-25 188,000 1-5 

府  中  町 225,600 1-29 201,000 1-13 

海  田  町 225,600 1-29 201,000 1-13 

熊  野  町 225,600 1-29 201,000 1-13 

坂   町 225,600 1-29 201,000 1-13 

安芸太田町 220,000 1-25 188,000 1-5 

北 広 島 町 ― ― 188,000 1-5 

大崎上島町 220,000 1-25 188,000 1-5 

世  羅  町 213,600 1-21 188,000 1-5 

神石高原町 220,000 1-25 188,000 1-5 

※ 令和７年度人事院勧告に基づく給与改定前の額 
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